
回覧日 持ち込み期限 回覧日 持ち込み期限

令和６年

4月① ３月３０日（土） 11月① １０月３１日（木）

4月② ４月１３日（土） 11月② １１月１４日（木）

5月① ４月３０日（火） 12月① １１月３０日（土）

5月② ５月１４日（火） 12月② １２月１４日（土）

6月① ５月３１日（金） 令和７年

6月② ６月１４日（金） 1月① １月４日（土）

7月① ６月２９日（土） 1月② １月１４日（火）

7月② ７月１３日（土） 2月① １月３１日（金）

8月 ７月３１日（水） 2月② ２月１４日（金）

9月① ８月３１日（土） 3月① ２月２８日（金）

9月② ９月１４日（土） 3月② ３月１４日（金）

10月① ９月３０日（月） 4月① ３月３１日（月） 新年度

10月② １０月１５日（火） 4月② ４月１４日（月） 新年度

1.

2.

※祝日などの都合で期限が前後する場合があります。

3.

4.

持ち込み期限は配布日の前日にしています。前日が日曜日の場合は土曜日にしています。

緊急回覧がその都度実施されることがあります。

回覧物の持ち込みは事前に会長又は関係部会長にご連絡ください。また、部数は170部

ご用意ください。

　　　　　　令和６年３月

自治会総務部会

令和６年度回覧物の持ち込み期限について

　令和６年度の回覧物配布の持ち込み期限は下表のとおりです。

　持ち込み期限（当日１７時まで）の順守をお願いいたします。

自治会の回覧は原則月２回とします。（配布日は原則１日・15日）


